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子
育
て
応
援
特
別
手
当
の
支
給

◇
対
象
と
な
る
子
ど
も

　

平
成
20
年
度
に
お
い
て
小
学
校
就

学
前
3
年
間
に
該
当
す
る
子
ど
も（
平

成
14
年
4
月
2
日
か
ら
平
成
17
年
4

月
1
日
生
ま
れ
）で
あ
っ
て
、
第
2
子

以
降
の
子
ど
も
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

※
第
2
子
の
判
定
は
、18
歳
以
下（
平

成
2
年
4
月
2
日
以
降
の
生
ま

れ
）
の
子
ど
も
の
中
か
ら
年
齢
順

に
第
1
子
、
第
2
子
と
数
え
て
い

く
こ
と
と
な
り
ま
す
。

※
対
象
と
な
る
子
ど
も
と
第
1
子
が

別
居
し
て
い
る
場
合
は
、
同
じ
人

に
扶
養
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
ま
す
の
で
、
申
請
の
際
に
医
療

保
険
の
被
保
険
者
証
の
写
し
な
ど

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

◇
手
当
の
額

　

対
象
と
な
る
子
ど
も
一
人
当
た
り

３
６
、０
０
０
円
を
、
属
す
る
世
帯

の
「
世
帯
主
」
に
支
給
し
ま
す
。

　

手
当
の
支
給
は
、
1
回
払
い
と
な

り
、
原
則
と
し
て
、
口
座
振
り
込
み

と
な
り
ま
す
。

◇
申
請
手
続
き

　

対
象
と
な
る
世
帯
の「
世
帯
主
」に
、

今
月
中
旬
以
降
に「
子
育
て
応
援
特

別
手
当
申
請
書
」を
郵
送
し
ま
す
。

　

通
知
を
受
領
し
た「
世
帯
主
」の
方

は
、
必
要
事
項
を
記
入
し
、
本
人
確

認
書
類
（
運
転
免
許
証
、
写
真
付
き

住
基
カ
ー
ド
、
旅
券
、
外
国
人
登
録

証
明
書
な
ど
）お
よ
び
振
り
込
み
口
座

（
通
帳
）の
コ
ピ
ー
を
添
付
の
上
、
同

封
の
返
送
用
封
筒
に
て
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

※
申
請
を
受
け
付
け
て
か
ら
振
り
込

み
ま
で
、
1
カ
月
程
度
か
か
り
ま
す
。

※
申
請
期
限
は
受
付
開
始
（
通
知
発

送
後
）
か
ら
6
カ
月
以
内
と
な
り
ま

す
。

◇
基
準
日

　

平
成
21
年
2
月
1
日
を
支
給
基
準

日
と
し
、
そ
の
時
点
で
住
民
基
本
台

帳
上
に
記
録
さ
れ
て
い
る
住
所
地
で

支
給
さ
れ
ま
す
。（
2
月
2
日
以
降

に
転
入
な
ど
に
よ
り
石
巻
市
に
住
民

登
録
さ
れ
た
場
合
は
、
前
住
所
地
で

の
支
給
と
な
り
ま
す
）

問　

子
育
て
支
援
課（
内
線
424
・425
・266
）

○介護保険料段階別一覧（月額）

○介護給付費の財源

※介護保険は皆さんの介護保険料や税金によって運営されています。

○生活保護を受けている方
○世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を
　受けている方

○本人および世帯全員が市民税非課税で、合計
　所得金額＋課税年金収入額が80万円以下の方

○世帯全員が市民税非課税であって、第2段階
　以外の方

○本人が市民税非課税の方（世帯内に市民税課
　税者がいる場合）

公的年金等収入＋合計所得金額が80
万円以下の方

上記以外の方

○本人が市民税課税で合計所得金額が200万円
　未満の方

○本人が市民税課税で合計所得金額が200万円
　以上の方

区 分 対　　　　象　　　　者

介護保険・介護予防サービス等の総費用

介護保険料　50％

20％
65歳以上の方の
介護保険料

30％
40～64歳の方の
介護保険料

25％
国

12.5%
宮城県

12.5%
石巻市

公　　　費　50％
１割９　割

自己
負担

第1段階

第2段階

第3段階

第4段階

第5段階

第6段階

保険料
割合

基準額
×0.50

基準額
×0.50

基準額
×0.75

基準額
×0.875

基準額

基準額

1,600 円

1,600 円

2,400 円

－

4,000 円

4,800 円

３期保険料
（H18～20）

3,200 円

－

1,750 円

1,750 円

2,625 円

3,062 円

4,375 円

5,250 円

4 期保険料
(H21～23)

―

3,500 円

基準額
×1.25

基準額
×1.50

　

子
育
て
応
援
特
別
手
当
は
、
平
成
20
年
10
月
に
国
で
決
定
さ
れ
た
「
生
活

対
策
」
の
一
環
で
す
。
幼
児
教
育
期
の
負
担
に
配
慮
す
る
観
点
か
ら
、
平
成

20
年
度
限
り
の
措
置
と
し
て
、
幼
児
教
育
期
の
第
2
子
以
降
の
子
ど
も
が
い

る
世
帯
に
支
給
し
ま
す
。

介
護
保
険
料
の
基
準
額
が
改
定
に
な
り
ま
す

　

介
護
保
険
制
度
は
3
年
ご
と
に
見
直
し
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
な
ど
を
見
据
え
て

保
険
料
を
設
定
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
21
年
度
の
改
定
に
お
い
て
は
、
左
表
の
と
お
り
基
準
額
が
３
、５
０
０
円

（
年
４
２
、０
０
０
円
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
第
4
段
階
の
方
で
、
本
人
の
年
金
収
入
等
が
80
万
円
以
下
の
方
は
、
負

担
軽
減
と
し
て
特
例
標
準
割
合
に
よ
り
低
い
保
険
料
が
設
定
さ
れ
ま
す
。
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◇
介
護
報
酬
改
定
分
に
伴
う
保
険
料

上
昇
分
の
軽
減

　

介
護
報
酬
の
改
定
に
よ
り
、
保
険

料
に
も
影
響
が
あ
り
ま
す
が
、
保
険

料
が
急
激
に
上
昇
し
な
い
よ
う
緊
急

特
別
対
策
に
よ
る
軽
減
措
置
が
講
じ

ら
れ
ま
す
。

　

介
護
報
酬
改
定
に
伴
う
保
険
料
の

増
加
分
に
つ
い
て
は
、
平
成
21
年
度

は
全
額
、
平
成
22
年
度
は
半
額
が
国

か
ら
交
付
さ
れ
、
4
期
中
（
平
成
21

年
度
〜
23
年
度
）
の
基
準
額
を
同
一

と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
月
額
約
52

円
の
軽
減
が
図
ら
れ
ま
す
。

◇
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
の
改
定

　
「
介
護
従
事
者
の
処
遇
改
善
の
た

め
の
緊
急
特
別
対
策
」
と
し
て
介
護

報
酬
が
全
体
で
3
％
上
昇
し
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
介
護
従
事
者
の
人
材
を

確
保
し
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
や
施
設

サ
ー
ビ
ス
の
質
の
向
上
を
は
じ
め
、

医
療
機
関
と
の
連
携
や
認
知
症
ケ
ア

の
推
進
な
ど
、
介
護
保
険
制
度
全
般

に
わ
た
っ
て
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
を
図

る
た
め
の
も
の
で
す
。

　

そ
れ
に
よ
り
、利
用
料（
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
の
1
割
の
自
己
負
担
分
）
に

も
影
響
が
あ
り
ま
す
。（
下
が
る
も

の
も
あ
り
ま
す
）
各
サ
ー
ビ
ス
ご
と

に
改
定
さ
れ
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は

利
用
す
る
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
ま
た
は

担
当
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

◇
介
護
保
険
料
の
納
入
通
知
書
を
お

届
け
し
ま
す
。

・
保
険
料
の
仮
算
定
（
仮
徴
収
）

　

65
歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
料
は
、

平
成
21
年
度
市
民
税
の
課
税
非
課
税

区
分
お
よ
び
合
計
所
得
金
額
に
基
づ

き
保
険
料
額
が
決
定
し
ま
す
。

　

し
か
し
、
年
度
当
初
は
前
年
中
の

所
得
状
況
が
把
握
で
き
な
い
た
め
、

仮
算
定
額
を
納
付
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

・
納
入
通
知
書
お
よ
び
口
座
振
替
な
ど

で
納
付
し
て
い
る
方（
普
通
徴
収
者
）

　

平
成
21
年
度
介
護
保
険
料
仮
算
定

分（
第
1
期
・
2
期
）の
納
入
通
知
書

を
4
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

　

ま
た
、
平
成
20
年
度
内
に
65
歳
に

な
ら
れ
た
方
で
、
年
金
天
引
き
に
該

当
す
る
場
合
は
、
10
月（
第
4
期
）の

年
金
か
ら
天
引
き
開
始
と
な
り
ま
す
。

・
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い
る
方

（
特
別
徴
収
者
）

　

平
成
21
年
度
介
護
保
険
料
仮
徴
収

額（
第
1
期
〜
3
期
）は
4
月
・
6
月
・

8
月
に
年
金
天
引
き
さ
れ
る
額（
平

成
21
年
2
月
の
天
引
き
額
と
同
額
）と

な
り
ま
す
。（
今
回
通
知
書
は
郵
送

し
ま
せ
ん
）

※
平
成
21
年
度
確
定
賦
課
分
（
後
期

分
）
の
納
入
通
知
書
お
よ
び
年
金

天
引
き
額
の
通
知
書
は
、
8
月
上

旬
に
郵
送
し
ま
す
。

◇
新
制
度
「
高
額
医
療
合
算
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
」

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
自
己
負
担
分

が
一
定
の
金
額
を
超
え
た
場
合
は
、

「
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
」
と
し
て
、

ま
た
、
医
療
費
の
自
己
負
担
分
が
一

定
の
金
額
を
超
え
た
場
合
は
「
高
額

療
養
費
」
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
月
ご
と

に
支
給
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
年
度
か
ら
新
し
く
支
給
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
「
高
額
医
療
合
算
介

護
サ
ー
ビ
ス
費
」
は
、
各
医
療
保
険

に
お
け
る
世
帯
内
に
お
い
て
、
介
護

の
自
己
負
担
分
の
年
額
と
、
医
療
の

自
己
負
担
分
の
年
額
と
を
合
算
し
、

一
定
の
金
額
（
算
定
基
準
額
）
を
超

え
た
場
合
に
支
給
さ
れ
る
も
の
で
す
。

　

年
額
は
毎
年
8
月
か
ら
翌
年
7
月

分
ま
で
の
合
計
額
と
な
り
ま
す
。（
た

だ
し
、
初
年
度
支
給
分
に
つ
い
て
は
、

経
過
措
置
が
あ
り
算
定
方
法
が
異
な

り
ま
す
）

　

平
成
21
年
9
月
か
ら
申
請
手
続
き

な
ど
を
開
始
す
る
予
定
で
す
の
で
、

詳
し
い
こ
と
が
決
ま
り
ま
し
た
ら
市

報
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

※
「
算
定
基
準
額
」
は
、
世
帯
の
収

入
状
況
な
ど
に
よ
っ
て
個
別
に
設

定
さ
れ
ま
す
。

問　

介
護
保
険
課（
内
線
300
・
504
）・

　
　

各
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

☆
協
力
会
員
大
募
集

　

協
力
会
員
に
な
る
方
は
、
活
動
で

き
る
日
時
を
登
録
し
て
い
た
だ
き
ま

す
。

　

自
宅
で
子
ど
も
を
預
か
り
ま
す
が

専
用
の
保
育
室
な
ど
は
必
要
あ
り
ま

せ
ん
。
申
し
込
み
後
に
、講
習
会（
必

須
）
を
受
け
、
そ
の
後
、
会
員
と
し

て
登
録
さ
れ
ま
す
。

◇
協
力
会
員
講
習
会

と　

き　

4
月
23
日
㈭　

午
後
1
時

30
分
〜
5
時

と
こ
ろ　

中
央
公
民
館
第
1
講
座
室

内　

容　

子
ど
も
と
の
関
わ
り
方
遊

び
方
、
病
気
と
ケ
ガ
、
事
業
概
要

に
つ
い
て

費　

用　

無
料

申
込
方
法　

　

4
月
17
日
㈮
ま
で
中
央
児
童
館
に

会
員
申
込
書
を
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

申
込
書
類
は
、
中
央
児
童
館
ま
た
は

各
総
合
支
所
保
健
福
祉
課
に
て
配
布

し
ま
す
。

☆
利
用
会
員
大
募
集

　

た
と
え
ば
こ
ん
な
と
き
に
・
・
・

　

保
育
所
や
児
童
ク
ラ
ブ
へ
お
迎
え

の
時
間
な
の
に
、
残
業
が
あ
っ

て
・
・
・
。
病
院
へ
行
き
た
い
け
ど
、

子
ど
も
は
ど
う
し
よ
う
・
・
・
。
お

姉
ち
ゃ
ん
の
授
業
参
観
、
下
の
子
飽

き
る
か
な
・
・
・
と
思
っ
て
い
る
方
、

「
石
巻
市
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
事

業
」
の
会
員
に
な
り
ま
せ
ん
か
。

　

利
用
頻
度
の
多
少
に
か
か
わ
ら
ず

安
心
し
て
加
入
で
き
ま
す
。

会
員
資
格
（
石
巻
市
在
住
）

・
利
用
会
員　

お
お
む
ね
生
後
2
カ

月
か
ら
小
学
校
3
年
生
ま
で
の
子

ど
も
が
い
る
方

・
協
力
会
員　

20
歳
以
上
の
健
康
で

自
宅
で
安
全
に
子
ど
も
を
預
か
る

こ
と
が
で
き
る
方

・
両
方
会
員　

利
用
会
員
と
協
力
会

員
の
両
方
を
兼
ね
る
方

問　

フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
事
務
局

（
中
央
児
童
館
内
）
☎
23
‐

７
４
０
７
・
保
育
課
（
内
線
502
）

子
育
て
サ
ポ
ー
ト
！

『
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
事
業
』

　

こ
れ
は
、
育
児
の
援
助
を
会
員
相
互
の
助
け
合
い
で
行
い
、
地
域
の
子
育

て
を
応
援
す
る
事
業
で
す
。

　

援
助
を
受
け
た
い
方
（
利
用
会
員
）、
援
助
を
行
い
た
い
方
（
協
力
会
員
）

は
、
事
務
局
に
申
し
込
ん
で
会
員
登
録
し
ま
す
。


